
等級及び職制上の段階ごとの職員数 （令和４年４⽉１⽇現在）

⾏政職給料表

（⼈） （％） 職名 （⼈） （⼈） （％） 段階
主事 79

技師 21

保健師 5

船員 2

保育⼠ 17

計 124

主事 89

技師 8

保健師 5

管理栄養⼠ 1

船員 1

保育⼠ 17
専⾨員 47
(内、再任⽤短時間) (7)

計 168

主任 86

係⻑ 11

副園⻑ 0

調整主任 50

主任専⾨員 1

計 148

係⻑ 16

機関⻑ 0

副園⻑ 4

調整主任 53

主査 149

上席専⾨員 4

計 226

課⻑補佐 67

次⻑ 5

事務⻑補佐 1

所⻑補佐 1

⽀所⻑補佐 4

事務局⻑補佐 1

副館⻑ 0

計 79

課⻑補佐級9.9%

4級

1 主査の職務 
2 ⾼度の知識経験に基づき困難な業務を分掌す
 る係⻑の職務
3 ⾼度の知識経験に基づき困難な業務を分掌す
 る施設等の⻑の職務
4 ⾼度の知識経験に基づき困難な業務を分掌す
 る副園⻑の職務 
5 ⾼度の知識経験に基づき困難な業務を分掌す
 る調整主任の職務 
6 上席専⾨員の職務

226

5級

1 課⻑補佐、次⻑（議会事務局の次⻑を除
 く。）、事務⻑補佐、所⻑補佐、⽀所⻑
 補佐、事務局⻑補佐及び副館⻑の職務
2 ⾼度の知識経験に基づき困難な業務を分
 掌する主査の職務

79 9.9% 79

47.0% 係員

19.0% 主査級

16.8% 係⻑級

28.1%

153

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 内訳 職制上の段階

1級
1 主事、技師、保健師、管理栄養⼠、栄養
 ⼠、船員及び保育⼠の職務

124 15.4%

378

2級
1 ⾼度の知識⼜は経験を必要とする業務を
 ⾏う主事、技師、保健師、管理栄養⼠、
 栄養⼠、船員、保育⼠及び専⾨員の職務

168 20.9%

3級

1 係⻑の職務
2 施設等の⻑の職務 
3 副園⻑の職務
4 調整主任の職務
5 主任の職務
6 相当⾼度の知識⼜は経験に基づき困難な
 業務を⾏う船員の職務
7 主任専⾨員の職務

148 18.4%

135
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等級及び職制上の段階ごとの職員数 （令和４年４⽉１⽇現在）

⾏政職給料表

（⼈） （％） 職名 （⼈） （⼈） （％） 段階
等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 内訳 職制上の段階

室⻑ 1

課⻑ 32

所⻑ 1

⽀所⻑ 2

事務局⻑ 3

館⻑ 0

主幹 4

計 43

部⻑ 8

会計管理者 1

事務局⻑ 1

教育次⻑ 2

調整監 3

技監 0

危機管理監 1

計 16

804 100.0% 804 804 100.0%

※地⽅公務員法第28条の4の規定による再任⽤職員及び同法第28条の5の規定による再任⽤短時間職員を含む。
※地⽅公共団体の⼀般職の任期付職員の採⽤に関する法律第4条の規定による任期付任⽤職員を含む。
※別に例規等で定める⾏政職給料表と同様の給料表を適⽤する者を含む。

2.0% 部⻑級

合計

7級

1 部⻑の職務 
2 会計管理者の職務 
3 議会事務局の事務局⻑の職務 
4 教育委員会事務局の教育次⻑の職務 
5 各事務部局の調整監、技監及び危機管理
 監の職務

16 2.0% 16

6級

1 市⻑公室の室⻑の職務
2 課⻑の職務 
3 定期航路事業所の所⻑の職務 
4 総合⽀所の⽀所⻑の職務 
5 議会事務局の次⻑の職務
6 選挙管理委員会事務局の事務局⻑の職務 
7 監査委員事務局の事務局⻑の職務 
8 農業委員会事務局の事務局⻑の職務 
9 図書館の館⻑の職務
10 各事務部局の主幹の職務

43 5.3% 43 5.3% 課⻑級
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等級及び職制上の段階ごとの職員数 （令和４年４⽉１⽇現在）

医療職給料表（1）  該当無し

医療職給料表（2）  該当無し

医療職給料表（3）

（⼈） （％） 職名 （⼈） （⼈） （％） 段階

計

計

0

主任 4

計 4

計

計

計

4 100.0% 4 4 100.0%

部⻑級

合計

6級 1 調整監⼜は技監の職務

主査級

5級 1 主幹の職務 課⻑級

4級 1 調整主任及び主査の職務

1 主任の職務 
2 ⾼度の知識⼜は経験を必要とする助産師
 及び看護師の職務 
3 相当⾼度の知識⼜は経験を必要とする准
 看護師の職務

4 100.0%

4 100.0% 主任級

准看護師級

2級
1 助産師及び看護師の職務 
2 ⾼度の知識⼜は経験を必要とする准看護
 師の職務 0 0.0% 看護師級

3級

1級 1 准看護師の職務

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 合計 内訳 職制上の段階
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